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はじめに 

ここに訳出く 全訳Ⅰするのは、 ストライキ権 に関する t979 年 7 月 25 日のフランス 憲法 焼 判決とそ 

れに対する判例評釈 く 「考察 (Observations) 」 ) であ る " 。 

本 判決は、 第一に、 初めて、 ストライキ権 の憲法規範的価値を、 すなわち憲法訴訟におけるスト 

ライキ権 の裁判規範としての 性格を認めた 判決であ り、 第二に、 初めて、 憲法規範的価値を 有する 

諸原理のあ いだの調整を 行った判決であ り、 第三に、 憲法上の公権 力の規範的権 限の配分を再整序 

した判決であ るという点で、 きわめて重要な 判決であ る。 

本 判決から、 すでに 20 年以上が経過したが、 その後、 フランス憲法 院は 、 社会的諸権 利・労働基 

本権 に関する判決を 累積させている。 あ わせて訳出した 判例評釈 ( 「考察」 ) は、 現在に至るそ うし 

た 累積のなかで、 本 判決を理論的・ 歴史的に位置づけている。 

それにもかかわらず、 本 判決を扱った 邦文文献はきわめて 少ない 2) 。 その理由として、 木 判決の 

主要テーマの 一つがストライキ 権 であ るということがあ げられるだろう。 一方で、 憲法学研究者の 

なかでも社会的諸権 利とりわけ労働基本権 の研究者は少なく、 フランス憲法研究者についても 同様 

であ る。 他方で、 労働法研究者が 憲法判例に関心を 向けることは 少ない。 そうした事情が 数少ない 

邦文文献という 結果につながっていると 思われる。 

なお、 判例評釈 ( 「考察」 ) を訳出するにあ たって、 原文の註 ( とくに判決の 日付、 引用の出典な 

ど ) に若干の誤記や 不統一、 不正確さが存在していたため ( フランス法文献にはよくあ ることだが ) 、 

最低限の訂正を 行った " 。 本 判決に対する 訳者の判例解説は、 フランス憲法判例研究会編Ⅰフラン 

ス 憲法判例 ( 仮題 )J  ( 情由社、 2002 年 5 月刊行 )  に所収する予定であ る。 

1)  出典 ',L.favoreu  etL.Philip,G,0noes  姥 。 ㎡ ons 弗 ㏄ 榔 eilconstitu 肋 nnel, 1l 。 ed., 1999. 

pp.379-396   

2) 主要な邦文文献 : 野村 敬造 「判例・法律 一 フランス」比較 法 研究第 42 号 (1980) 、 同 「フラ 
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シ スの放送役務と 憲法評議院」金沢法学第 23 巻Ⅰ キ 2 号 (1980) 、 同 「憲法評議院と 基本的人 

権 」金沢法学第 24 巻 1 号 (1981) 、 北原 仁 「フランスの 公務員のストライキ 権 と憲法席判決」 

早稲田大学大学院 法 所論集第 23 号 (1981) 、 北川苦笑「フランス 憲法 院 と人権 保障」長谷川正 

安福㌃公法学研究 1 一 現代人権 論 J ( 法律文化社、 1982)0 

3)  原文・原註、 イ                   ( 強調 ) 、 訳註・補註の 区別は 、 次のようにした。 

原文・原註 づ (                リック ( 強調 ) づ丁 線 Ⅰ く ノづ 訳註・補註 

米 略語 1 : 文献 

ノ ． よ Ⅰ ctu ㎡ 彬 ルゎ dWq 比 ( 血 。 打切 m 碗 ね地 ゆ ) : 『法律時報 ( 行政法 )J  ( 雑誌 ) 

D ぷ ・ D,@0 ガ， 0 。 田 : 『社会法』 ( 雑誌 ) 

G. ノ   M.Long,P.Wellet  al,,L 召ガ 9 ア Ⅰ れゐ Ⅰ 昨 。 t' リレ J Ⅰ / ひァ俺 ア川ど り れ袖 Ce  a み amm 乃村かⅠ ガ ve, 

1l 。 ed.1996. : 『重要行政判例 集 』 

G.D   L.Favoreu  etL.Ph Ⅲ p, Gr 口耳 de5  %c 卸 o 榔血 Co 榔 e 廿 co 榔 ガル ガ on れ ef, l0 。 る d.,1999   

: 『憲法 院 重要判例』 

Ⅰ O   Joo ぴ所 Ⅳ o 艇 c ぬ dee  ぬ Repuublique ナ Ⅰ W 旛 e  :  『フランス共和国官報Ⅰ 

J.C..P. メリダ 尽 cfC ㏄Ⅰ り穏ァタるァ Wo メ 「 q Ⅱ e( 、 LaSeem Ⅰ ィれ ej 町た Ⅰ メ 74 ぴ e) 

: 『分冊式法律時報 ( 法律週報 )J ( 判例 集 ) 

R.D. ア ・ ReVue 布み oitpu ひ blicetde ね scie Ⅰ <cepolitique' 『公法政治学雑誌』 

Rec ， Re ㎝ eir み ㏄ 彬 。 ば i0 れぬ㏄ @efrco 油田村 ガ 。 沖 el:  Ⅰ憲法 焼 判例 集 Ⅰ 

Rec.Leb.  Rec ぴ Ieil 花片Ⅰ 庁乙 ts  d 甘 Co 榔 eif イ 屯田Ⅳ :  『コンセイ ュ ・ デタ 判例巣ユ 

Jtev メ肪 ． R 卸 me 化 加 m" ぬ柿匝 e . r 行政雑誌』 

略語 2 : その他 

A.N   Assembleenationale  : 国民議会 

C.E   Consell d. 且 tat: コンセイ ュ ・ デタ 判決 

Confedera し F Ⅱ T Ⅰ on’rancaie‥emocra Ⅰ que‥u》ravail・ フ ラ ンス民主主義労働同盟 

T し G Conf 色 d 壱 Ⅰ a 士 Ulon  g 奄 n ろ raledu  も ravall: 労働総同盟 

C.R.S   CompagnieR 色 publicalnedeSecunlt 毛 ・共和国治安機動隊 

DC Declsion  concernantlacomformlt る掻 laConstltutlon  . , 憲法第 54 条・第 61 条 キこ 

基づき提訴された 場合の憲法焼判決 T の 良 F. O 付 icederadiodiffusion-t 色色 visionfranCaise: フランス・ラジオ・テレビ 放送局 

R.P.R   Rassemblemen も pourla  Repubhlquefran 鋒 lse. 共和国連合 

R.T.F.  Radio-% 騰 ㎡ sion  franCaise  : フランス・ラジオ・テレビ 

S.A   Socl 壱も芭 anonyme. 株式会社 

F m.n D Tel 奄 dls セ nlbu ， 血 ondeF Ⅰ ance . フランス送信公社 

テ * 巾 Ⅰ 坤叩 レビ・ラジオにおけるストライキ 桂に必する 1979 年 7 月 25 日の叙法 院 判決 

D6cision］@・ 

力 um Ⅳ o 夢 c ね f(lo な et 姥 c 庇ぬ )  ,27  ju Ⅲ et  l979,p.1953,Rec.33,  RJC  I-71. 

憲法 院は、 
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憲法第 61 条 2 項で定められた 要件にもとづき、 1979 年 6 月 28 日、 GeorgesFillioud ほかの国民議会 

議員により、 1979 年 7 月 6 日、 MarcelChampeix ほかの元老院議員により、 議会が採択した、 1974 

年 8 月 7 日 法 (n 。 74-696) のラジオ・テレビにおける 労働の集団的停止 [cessationconcerteedutr- 

ava Ⅲの場合の公役務の 継続性に関する 規定を改正する 法律の審査を 付託され、 

憲法を参照、 し 、 

憲法席に関する 組織法律を定める 1958 年 m1 月 17 日オルドナンスのとくに 第 2 編第 2 章の諸条項を 参 

照、 し 、 

報告官のく以下の ノ 報告を聴取した。 

1. 1958 年 10 月 4 日憲法前文により 確認された 1946 年 10 月 27 日憲法前文の 文言によれば、 ( スト 

ライキ 権 [droitdegreve] は、 これを規制する 法律の範囲内において 行使される ) 。 憲法制定者は、 

この規定を定めるにあ たって、 ストライキ権 が憲法規範的価値を 有する原理は n principe de 

valeur constitu 捷 onnelle] であ ること、 しかし、 それには限界があ ることを f 旨摘 するとともに、 ス 

トライキがその 一手段であ る職業上の干Ⅱ益の 擁護とストライキがその 性質上侵害する 寅 れのあ る 一 

般 利益の保護とのあ いだの必要な 調整を図るために、 立法府に対してストライキ 権 の限界を定める 

権 限を付与した。 とくに公役務 [servicespublics] に関しては、 ストライキ権 の承認は、 ストライ 

キ権 と同様に憲法規範的価値を 有する原理の 性格を帯びた 公役務の継統性 [lacontinuit 色 du serv- 

icepublic] を確保するために 必要な制約を 課す立法府の 権 限を妨げるものではない。 そうした制約 

は 、 その中断が国の 不可欠な必要性を 侵害するような 基礎的役務の 運営 Llefonctionnementdes 

る lementsduservice] を確保するためにく 勤務が ノ 不可欠な職員 [agents] に対して、 ストライキ 権 

を 禁止するに至る。 

2. 憲法院の審査に 付された法律により 改正された 1974 年 8 月 7 日 法 第 26 条パラバラフ 1 に含ま 

れる諸規定は、 提出すべきストライキ 予告の要件を 定めるにとどまる。 当該規定は、 憲法のいかな 

る規定にもいかなる 憲法規範的価値を 有する原理にも 反しない。 

3. 同条パラバラフⅡは、 ラジオ・テレビ 電波の制作・ 送信・放送 [la er 奄 ation, la transmis- 

sion et l.emission des signaux de radio et de tel る vision] を確保するための 要件を定めたのち、 

憲法第 21 条、 第 34 条および第 37 条による法律事項と 命令事項とのあ いだの権 限配分に基づき、 コン 

セ ィュ ・ デタ の議を経た デクレ Lund 色 cretenConseild.Etat] がこの要件の 適用方法 [modalites] を 

定めるものとしているが、 パラバラフ 1 と同様に、 憲法のいかなる 規定にもいかなる 憲法規範的価 

値を有する原理にも 反しない。 

4. 法律の単一条の 同じパラバラフⅡにおいて、 番組制作会社 [soc 正 t る sdeprogramme] および 

放送金施設法人 [l.etablissementpublicdediffusion] の前記任務の 執行のためにその 協力が不可欠 

であ る職種 Llesca 捷 goriesdepersonnels] に対して必要な 場合に発せられる 召集 [appels] について、 

立法府が ( 徴発する [ 「 equ 色 rir 肋 という語を用いているとしても、 議会での審議およびその 際の文 

化 ・コミュニケーシ コ ン大臣 [mlnlSt 「 e  de  la  cultUrne  et  de  la  COmmUnlcatlon] の言明 ィこ照 、 らして「 

本法律が 1959 年 1 月 7 日オルドナンスその 他の法規の定める 徴用権 [dro 比 der 色 quisitio 山に根拠 

を 求めていないことは 明らかであ る。 したがって、 これらの事実により、 パラバラフⅡが 憲法に適 

合しないと宣示することはできない。 

5. しかし、 法律のパラバラフⅡ双段において、 く テレビ番組制作国営会社 [SOC 掩捷 snatlonaleS 
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dep 「 ogrammede 捷騰 vision] の職員 [personnels] の数が通常の 役務 [servicenormal] を確保する 

ために十分ではないとき、 各会社の社長は、 状況が必要とするならば、 第 1 条および 第 1Q 条が定め 

る 任務の遂行に 必要な基礎的役務の 継続性を確保するため、 職務にとどまるべき 職種または職員 

[lesagen ㎏ ] を徴発する [requerir] ことができる ) と 規定して、 立法府は、 労働の集団的停止が 通 

常の役務の執行を 妨げるとき、 各会社に与えられた 任務全般の遂行が 確保されることを 保障するた 

めに、 各会社の社長に 対して、 その禁止が前記の 森法規範的価値を 有する諸原理に 照らしても正当 

化されえないような 場合にストライキ 権 の行使を妨げることを 認めている。 したがって 、 本 パラバ 

ラフに含まれる 諸規定は、 一方で通常の 役務の執行に 関する限り、 他方で 1974 年 8 月 7 日 法 第 1 条 

および第 10 条が定める任務の 遂行に関する 限り、 前示 諸原理に適合しないと 判断されなければなら 

ない。 

6. したがって、 憲法院の審査に 付された法律の 単一条により 改正される 1974 年 8 月 7 日 法 第 26 

条パラバラフⅡの 次の文言、 「通常の役務を 確保するために」および「第 1 条および 第 10 条が定め 

る 任務の遂行に 必要な」は、 前示 諸原理を無視して 採択されたものと 判断されなければならない。 

7. 当該諸規定は、 前示 諸規定および 議会での法案審議における 討論からして、 憲法院の審査に 

付された法律の 全体と不可分ではない。 

憲法 境 は、 以下のように 判 示する。 

1 ・憲法院の審査に 付された法律により 改正された 1974 年 8 月 7 日 法 第 26 条パラバラフ m の次の 

文言、 く 通常の役務を 確保するために》ならびにく 第 1 条および第 10 条が定める任務の 遂行 

に必要な》は、 憲法に適合しない。 

2. 憲法院の審査に 付きれた法律の 他の規定は、 憲法に適合する。 

3. 本 判決は、 フランス共和国官報に 掲載される。 

1979 年 7 月 25 日審議 

1979 年 7 月 25 日現在の憲法院の 構成 :FREY  ( 院長 ) 、 BROUILLET 、 COSTE-FLORBT 、 

GOGUEL@@ GROS@@ JOXE@@ MONNERVILLE.@ PERETTL@ SEGALAT ， 

第 2 部 判例 坪 択一考 棄 [ObserVations] 

[1]  1979 年 7 月 25 日判決 く本 判決 ノは 、 野党であ った左翼のイニシャチ ブ により、 当の左翼が政 

権 に就いたときその 結果を背負い 込まなければならないような 重要な判例をしかるべき 地位に据え 

た 判決の一つであ る。 本 判決の重要性は、 まず、 本 判決が初めてストライキ 権 の憲法規範的価値を 

認めたこと、 それにより、 社会的諸権 利 [droitssociaux] (1946 年憲法前文によって 規定された ) 

が 固有の地位を 得たことであ る。 つぎに、 憲法 院 が二つの憲法規範的価値を 有する原理の 謂 整 を行 

うに 至ったことであ る。 最後に、 本 判決が憲法上の 公権 力のあ いだの規範的権 限 [comp 奄 tencesno- 

rmatives] の配分を再び 整序したことであ る。 

¥2]  1979 年の会期中に、 1974 年 8 月 7 日 法 のくラジオ・テレビの 公役務におけるストライキ 権 に 

関する ) 諸規定を改正する 法律案が、 Robert Andr るほかの共和国連合 [R.P.R.] の国民議会議員 

から提出され、 審議された。 この法案は、 とりわけ 1979 年冬期のように、 あ る者によれ ば 権 利濫用 

血 n abus de droit] を構成するような、 濫りにストライキに 訴えることをきっかけとしている。 
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法律案の提案者が 望んだことは、 よ り正確には、 最少番組 [p 「 ogramme 而 nimum] に関する 1974 

手法の網をかいくぐるような 慣行に終止符を 打つことであ った。 連日のストライキ 予告の提出すな 

ね ちく滑り込み 予告 [p 「 eavis glissant]) によって、 放送局 [chaine] の社長は 、 予め何らかの 備え 

さ することができないまま、 最少役務 [service ㎞ n ㎞ u ㎡の適用を繰り 返すに至った。 他方、 組合 

は 、 最少役務の遂行に 必要な職種だけに 関わるようなストライキの 予告を提出したが、 ただちに 徴 

発された [requis] 職員 [agents] は通常どおり 給料が支払われ、 実際に欠勤した 何人かの職員だけが 

給料を減額された。 例えば、 フランス送信公社町． D.F.] については、 1979 年 2 月 20 日、 勤務名簿 

[tableau  de  service] に載った 2520 人のうち、 140 人すなわち業務定員 [I.effectif  de  service] の 5.67 

拷が 縮小業務 [le service reduit] の確保のために 徴発され ( したがって給料は 支払われた ) 、 3 人 

すなわち業務定員の 0 ． 1% 強が欠勤した ( したがって給料は 支払われなかった ) (Perrut 報告、 A.N   

㎡ 990) 。 それゆえ、 公役務は、 ストライキがもたらした 混乱をこうなったが、 予めそれに備える 

こともできないまま 職員に犠牲を 払わせたのであ る。 

結局、 1979 年 6 月 27 日に国民議会と 元老院が採択した 法律は、 6 月 28 日に社会主義者の 国民議会 

議員により、 7 月 6 日に社会主義者の 元老院議員により、 憲法 院 に提訴された。 憲法 院は 、 1979 年 7 月 25 日判決 く本 判決 ノ において、 @ イ キ の場合でもく 通常の役務 ) を 確 

保することを 放送局の社長に 認めるための 規定に対して 申し立てられた 異議を採用したが、 他の異 

議は退けた。 法律は 、 く パラバラフⅡの ノ の二つのフレーズを 削除されて、 1979 年 7 月 26 日に公布 

された。 

[3] 法案の主たる 目的は 、 く 滑り込み予告 を 回避するためにストライキ 予告の提出要件を 明確 

にすること ( パラバラフ 1) 、 く 任務の執行にとって 厳密に不可欠な 役務もしくは 職種》であ って 

徴発されるものを 定義し、 あ るいはコンセイ ュ ・ デタ の議を経たテクノで 定義することであ るく パ 

ラグラフⅡ ) 。 最後に、 法文は、 ストライキの 際に職員 [personnels] の数がく通常の 役務を確保す 

るために》不十分な 場合、 各会社の社長に 、 く第 Ⅰ 集 および第 10 条が定める任務の 遂行に必要な 基 

礎的 公役務の継続性を 確保するために 職務にとどまるべき 職種または職員を 徴発する》権 限を与え 

ているくパラバラフⅡ ウ 。 

提訴者は、 きわめて完ぺきな 主張を展開した。 まず、 く 通常の役務を 確保する》義務はストライ 

キ 権 を禁止するに 等しく、 それは、 公役務の継続性の 原理がその根拠だとしても 認められない。 と 

いうのは、 この憲法規範的価値を 有しない原理は、 憲法規範的価値を 有するストライキ 権 に優位し 

えないからであ る。 つぎに、 立法府は 、 く 厳密に不可欠な 役務もしくは 職種》を定義することを コ 

ンセイ ュ ・ デタ の議を経た デクレ に移送することにより、 その固有の権 限を否定した。 なぜな ら、 

憲法 (1946 年憲法前文 ) によれば、 ストライキ権 を規制する権 限は立法府だけに 属しているからで 

あ る。 最後に、 法律は、 たとえ公役務の 任務を課せられているとしても、 私企業の社長に 徴用権 [le 

pouvol 「 de 「 侮 OqulSl 肋 on] を委ねることはできない。 

憲法焼判決は、 一万で提訴者の 主張に答え、 他方 で 最高行政裁判所 [Haute juridiction] く ( コン 

セイユ・ デタ ) ノが ストライキ 権 とその限界に 関する公式解釈を 与えることを 認めるような 原則的 

半 Ⅲ 決 理由 [un  conSlde 「 ant  de  prlnclpe] 力 33 着手した。 

っ づいて、 憲法 院は 、 ストライキ予告の 提出要件に関するパラバラフ 1 を審査したが、 いかなる 

憲法違反をも 見いださなかった。 つぎに、 憲法 院は 、 命令制定権 [le pouvoir reg4Iementaire] が 、 

く 憲法の第 21 条、 第 34 条および第 37 条による、 法律事項と命令事項とのあ い だの権 限配分に基づき タ 
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関与できることを 認めて、 立法府のく消極的無権 限 [1.incompetance n る gative コ 》に関する主張を 

退けた。 そして、 憲法 境 は 、 く 徴発する [requerir] 》は そ 徴用する [requisitionner] 》を意味しな 

いとうまく言明して、 徴用権 を私的機関に 与えることは 不可能であ るという主張からあ らゆる効力 

を取り除いた。 最後に、 憲法 院は、 く 通常の役務を 確保する》義務がくストライキ 権 の行使を妨げ 

る 》に至ることを 確認して、 元老院議員と 国民議会議員が 正しいことを 認めた。 

1. 一 ストライキ権 の憲法規範的価値の 承認 

[4]  ストライキ権 の憲法規範的価値は、 憲法席によっていかなる 暖抹 さを残すことなく 承認され 

たが、 その限界もまた f 旨捕 され明確にされた。 ストライキ権 は 、 他の基本的な 権 利・自由と同様に 

絶対的な権 利ではないからであ る。 

そ 1958 年 10 月 4 日憲法前文により 確認された 1946 年 10 月 27 日憲法前文の 文言によれば、 「ストラ 

ィキ 権 は、 これを規制する 法律の範囲内において 行使される」。 憲法制定者は、 この規定を定 

めるにあ たって、 ストライキ権 が憲法規範的価値を 有する原理であ ること、 しかし、 それには 

限界があ ることを指摘するとともに、 ストライキがその 一手段であ る職業上の奉Ⅱ益の 擁護と ス 

トライキがその 性質上侵害する 虞 れのあ る一般利益の 保護とのあ いだの必要な 調整を図るため 

に 、 立法府にストライキ 権 の限界を定める 権 限を付与した。 》 く本 判決 ノ 

1 。 ストライキ権 は憲法上の権 利であ る 

[5 コ 憲法裁判官が 1946 年憲法前文を 憲法ブロック [le bloc de constitutionnaM 仁に加えた 1971 

年 7 月 16 日判決 く 判決 44DC ノ 以降、 く ストライキ権 の ノ 憲法規範的性格を 疑う余地はない。 それ 

までは、 憲法 院は 、 この点に関して 決定を下す機会がなかったのであ る。 

立法府は、 それゆえ、 私的部門であ れ公的部門であ れ、 いかなるカテゴリ 一の労働者についても、 

ストライキ権 の禁止を定めることはできなかった。 というのは、 この権 利の憲法規範的価値は 、 い 

かなる制約もなしに、 その名宛人に 認められているからであ る D さらに、 本件の場合、 ラジオ テ 

レビ の官吏 [fonctionnaires] と公務員 [agents publics] が問題となっている。 たしかに、 く コンセ 

イユ・ デタ の ノ Dehaene 判決 (C  .E  .,7  juillet  lg50 ， Rec よ e 玩 ， 426)  は、 公務員にもこの 権 利を等し 

く 認めたが、 コンセ ィュ ・ デタ がこの権 利の尊重を行政 nl.administration] にしか課さなかったた 

め、 立法府に．もこの 権 利の尊重が課せられているかどうかという 問題が残された。 その後、 問題に 

は 決着がつけられた。 

[6]  ストライキ権 の憲法規範的価値は、 その後、 五度にわたって 認められた。 

まず、 判決 117DC ( 核物質の保護 ) では、 異議申立てされた 法文にその観念が 姿を現していない 

にもかかわらず、 憲法 院は 、 ストライキ権 の侵害という 分野では提訴者くの 主張 ノに 従うことを 受 

け 入れ、 ストライキ権 の憲法規範的性格を 確認した。 つづいて、 1981 年 1 月 19-20 日の判決 く 判決 

127DC ノ ( 治安と自由 ) では、 憲法 院は 、 鉄道運行に対する 脅威もしくは 妨害の罪 [delitsde men- 
acesoud.entraves ゑ lacirculation des cheminsdefer] の処罰について 法文が定める 刑罰はそ…… 

非難されるべき 行為者による 積極的行為を 要式するが、 憲法によって 承認されたストライキ 権 を合 

法的に行使する 者を対象とすることはできない》ことを 明確にした。 判決 144DC ( 組合の免責 

は昨 e 甲 。 榔 め市 杉 dees ぴ 打切切 田 ) では、 ストライキ権 は 、 く 憲法規範的価値を 有する……権 利と自 
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由 》のうちに数えられた。 1986 年 9 月 18 日の判決 217DC ( コミュニケーションの 自由 ) では、 憲法 

境 は 1979 年判決 く本 判決 ノを 確認した。 1987 年には、 憲法 境 は、 不可分の 30 分の 1 原則 [la r ら g1e 

dutrentiemeindivisible] による給料減額という 手法を認め、 く 公役務の正常な 運営に異常な 損害 

を与えるような 短期間のストライキの 繰り返しに対して》公役務の 継続性を確保するために 必要な 

措置を執ることを 立法府に認めて、 不可分の 30 分の 1 原則の復活に 関する重要な 判決を下した。 そ 

のことは、 非官吏、 例えば商工業的役務の 職員 [les agents des services publics industriels et c 

ommerciau 円についても 同様であ る ( 判決 230DC 、 28  Ju Ⅲ et  l987.  Lam の soure 修正 ) 。 

2 ストライキ権 は絶対的な権 利ではなく、 限界を有する 権 利であ り、 その限界を 

く 定める》ことは 立法府の権 限であ る。 

[7]  実際のところ、 1946 年憲法前文第 7 項が周知の文言であ る限り、 この憲法院の 態度表明一 後 

に 、 判、 決 117DC と半Ⅲ 決 144DC で確認された 一は 驚くに当たらない。 しかしながら、 議会審議の際に 、 

コミュニストの 国民議会議員と 元老院議員は、 1943 年の Perreux での会議の際に 準備された 1946 年 

憲法典はくストライキは‥‥‥制約なしに 行使される》と 読まれるべきだと 主張したく参照、 J.Rah 

te 発言一よ 0., 屋材ぬ A.N,2 。 s る ancedu  26  avril1979,p.3163,Ch.Lederman 発言一よ 0.,Dgbo ぬ鰯 n0t, 

seance  du  2l  mumn  l979, p.2082) 。 この立場は、 すでに、 コミュニストバループによって 1975 年に提 

案 された自由の 宣言を定める 憲法的法律案でも 表明されていた。 すな ね ち、 く 第 27 条 一 ストライキ 

権 は制約なしに 認められる》 ( 提案 n 。 2128) 。 憲法 境 は、 そこで提示されたかなり 大胆な解釈に 従 

うことなく、 ストライキ 権 行使の制限可能性という 原則そのものを 採用した。 L.Hamon 教授が強 

謁 したように、 憲法 院 が判決 144DC において禁止したのは、 他のあ らゆる権 利もしくは利益の 場合 

と 同様に、 ストライキ権 のく絶対化》であ る。 というのは、 要するに、 く ……絶対化は、 その性質 

上 、 憲法の大原則 [grands  p 「 incipes] に反する ゑ からであ る (DA,  1983,  p.162) 。 

[8]  ストライキ権 が尊重すべき 限界とは、 ストライキ権 を保障する憲法規範と 他の憲法規範とを 

調整する必要性に 由来する限界であ る。 本 判決によれば、 ストライキ権 の限界は公役務の 継続性の原理の 存在を考慮して 定められる と 

になるが、 それはコンセイ ュ ・ デタ の判例に則っている。 判決 117DC では、 く 健康の保護と 人およ 

び 財産の安全の 保護、 すなわちストライキ 権 と同様に憲法規範的価値を 有する原理の 性格を有する 

保護を確保するために 必要な制限》をストライキ 権 に課しうることが 明確にされた。 最後に、 判決 

144DC では、 憲法裁判官は、 ストライキ権 の保障は平等原理を 侵害するものであ ってはならないこ 

とを確認した。 

たしかに、 上記 3 事件とも、 正確には同じやり 方で問題が提起されたわけではない。 前 二者 く判 

決 105DC と判決 117DC ノ の場合、 立法府にはストライキ 権 行使の限界を 定めることが 認められるが、 

後者 く (144DC 判決 ) ノ の場合、 立法府はそ う することを促される。 憲法 境 は、 第一の場合には、 い 

わば、 立法府がストライキ 権 をあ まりく相対化 シ しないように 配慮し、 第二の場合には、 立法府が 

ストライキ権 をあ まりく絶対化》しないように 配慮している。 いずれにせよ、 憲法 院が 、 ストライ 

キ 権 の要請と他の 憲法規範的価値を 有する諸原理の 要請とのあ いだでバランスをとろ う としている 

ことに変わりはない。 

[9]  ストライキ権 の限界を定める 権 限を有する機関は 立法府であ って、 命令制定権 ではない ([24] 

および [26] を参照せよ ) 。 
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[10]  ストライキ権 のく規制》に 関する立法府の 権 限の範囲は、 憲法院の審査において、 さまざま 

な方法で明らかにされた。 

まず、 判決 117DC によって確認された 1979 年 7 月 25 日判決 く ( 本 判決 ) ノの 結果として、 すべて 

のストライキの 行使が可能になるわけではない。 すな ね ち、 憲法 院は 、 ストライキを 定義するにあ 

たって、 一 1950 年以降、 コンセ ィュ ・ デタ が Dehaene 判決の定式そのものを 用いてそうしたよ う に 一 

く 職業上の利益の 擁護》という 概念に明示的に 言及して、 く 政治ストライキ [greves politlques] や 

さ みだれストライキ㎏ r 合 ves perlees] のようないわゆる 違法なストライキ》 (L.Hamon) を排除 

した。 したがって、 立法府は、 そのようなストライキを、 憲法裁判官の 非難を受けることなくして 

認めることはできない。 

同様に、 すでに強識したように、 立法府は 、 く 合法的な》つまり 職業的性格のストライキの 場合 

でも、 限界のないストライキ 権 の行使を定めることはできない。 というのは、 他の憲法規範的価値 

を有する諸原理を 侵害する 虞 れがあ るからであ る。 反対に、 立法府は、 例外を除いて、 ストライキ 

権 を禁止することもできない。 憲法 境 は、 1979 年 7 月 25 日判決 く ( 本 判決 ) ノ において、 そのよ う 

な 仮説を検討したが、 そこでは、 公役務の一定の 職員 [agents] に対するストライキ 権 行使の一時的 

禁止が問題となっていた。 すな ね ち、 く ……これらの 制限は、 その勤務が不可欠な 職員に対する ス 

トライキ権 を禁止するに 至る……》。 ストライキ権 の決定的な剥奪 一 共和国治安機動隊 [C.R.S よと 

刑 移行政職員 [personnels de l.administration penitentiaire] に関する法律によって 定められたよ 

うな 一は 、 別の間題を提起したが、 そのような例外的な 場合、 憲法 境 は、 恐らく、 そうした措置が 

憲法に適合すると 見なすことを 受け入れるであ ろう。 立法府は、 もはや、 ストライキ権 をく損なっ 

て 》はならない、 すな ね ち、 みかけ上は存続させつ つ ストライキ権 からあ らゆる効力を 取り除いて 

はならない。 それが、 憲法 院が 7 月 25 日判決 く ( 本 判決 ) ノで判 示したことであ り、 くそれゆえ、 ノ 

通常の役務を 確保するために 職員からストライキ 権 そのものを一時的に 奪うような規定を 無効とし 

たのであ る。 

D  . 一意 法 上の労働の権 利 [un  droit  constitutionnel du  trava Ⅵの漸進的形成 

[11 コ まず最初に、 憲法 境 は 、 他の分野でそうしたよ う に、 立法府の関与する 領域を絶えず 拡大す 

ることによって (cf.L.Hamon,Chron.D,S., 1964etl980) 、 徐々に社会的諸権 利を立法府の 広範 

な保護の下に 置くことに貢献した。 

次に、 1974-1975 年以降、 憲法裁判官は、 国会議員のイニシャティ プく 提訴 ノ のもと、 社会的諸 

権 利に関わる憲法規範的価値を 有する規定もしくは 原理を適用して、 く 社会的諸権 利の ノ 憲法的 

く 台座 [socle] タが 姿を現わすことに 貢献した。 すな ね ち、 憲法院は社会的諸権 利を憲法化 [c0nstit- 
utionnaliser] したとよく言われるが、 実際には、 提訴者によって 援用された憲法規範的価値を 有 

する規定もしくは 原理を適用し 解釈したにすぎない。 憲法 院は 、 そうすることによって、 1946 年憲 

法前文の諸規定とりわけ 現代に特に必要な 政治的・経済的・ 社会的諸原理に 効力を与えるに 至った。 

しかし、 もっぱらそうだというわけではない。 というのは、 憲法席 は 、 共和国の諸法律によって 承 

認された基本的諸原理 [lesprincipesfondamentaux  reconnuspar  Iesloisdela  Republique] から 

も 引き出すことができたのであ り ( 例えば、 教育の自由 ) 、 また、 社会保障の権 利 血 n droit ゑ la 

s る cu ㎡㏄ sociale] の存在を承認するために 憲法第 34 条に根拠を求めることもできたからであ る ( 同 

  

 
 

 
 

 
 

 
 



資料一ストライキ 権 に関するフランス 憲法焼判決と 評釈 27 

旨 、 F.Lucha 廿 e,Le  Co 俺 e 仮 co 榔ガ加ガ onnef, p.222) 。 

[12]  ストライキ権 は、 その憲法規範的価値を 承認され、 見てきたよ う に、 その限界は何度も 明確 

にされた。 

[13]  ( 削除 唄 eserv 卸 ) 

L14]  憲法 院は 、 1946 年憲法前文第 8 項で、 くすべての労働者は、 その代表者を 介して、 労働条件 

0 集団的決定ならびに 企業の管理に 参加する》と 規定されたく 労働者 ノ 参加原理を 、 初めて、 1977 

年と 1978 年に三度繰り 返し認めた ( 判決 7gDC, 判決 83DC, 判決 92DC) 。 それらくの判決 ノに、 判 

決 128DC ( パートタイム 労働 ) を付け加えることができる。 そこでは、 憲法 境 は、 暗黙裏 にではあ 

るが ( しかし、 目次の 1982 年 7 月 1 日 く 訳注 一 判決 128DC の正確な日付は 1982 年 1 月 21 日であ る 一ノ 

という日付は、 この判決をく 労働者参加》の 項目に位置づけた…… ) 、 あ らためて、 く 労働者 ノ参 

柿原理に言及した。 注目すべきことに、 判決 162DC では、 提訴者は憲法 院 が当該原理の 効力を明確 

にすることを 望んだが、 憲法 院は 一当該事件の 事実関係を考慮して 一問題に応えなかった。 判決 25 

7DC では、 当該原理は、 憲法 院 によって明確に 指摘されはしたが 具体的に適用されることはなかっ 

た (1989 年 7 月 25 日、 経営上の理由による 解雇の防止 [P わ ve 荻 。 れ苑俺 ce れ mcieme ㎡                               

く 労働者助言 員 [conse Ⅲ erdusalarie] 》は、 当該原理の適用領域には 含まれない ( 判決 284DC 、 

S 3 ～ s 6) 。 1946 年憲法前文第 8 項の意味するところが、 く 当該原理の ノ 具体的な実現 [miseen 

㏄ uvre] 方法の決定が 使用者と労働者もしくはその 代表組織とのあ いだでの協議の 適切な対象とな ることであ るとしても、 くその協議は ノ あ らゆる場合にその 決定が労働協約の 結論に従属する と 

を 強制するような 目的も効果も 有しない ( 判決 328DC の S 4 ～ s 6 、 判決 388DC の S 7) 。 く 1946 

年ノ 憲法前文第 8 項の尊重が意味するところは、 労働条件の集団的決定および 企業管理への 職員の 

参加を確保するために 必要な情報を 労働者代表が 得ることであ る ( 判決 328DC の 8 Q ～ S12) 。 退 

職 年金制度 [institutions de retraite] については、 憲法 境 は 、 く 1946 年 ノ 憲法前文第 8 項の規定を 

実現する権 限は法律にあ ると考えた ( 判決 348DC) 。 

憲法裁判官は 判決 92DC で く 労働者 ノ 参加原理が公務員および 官吏にも適用されるとした、 とい 

ぅ ことが強調される。 しかし、 高等教育評議会 [conseilsdel.enseignementsup ろ rieur] 内部での 参 

加の精神に則った 一定職種の代表は、 憲法規範的価値を 有する原理の 性格をもたない。 

憲法 院は 、 前文第 8 項にもとづき、 憲法上の団体交渉権 [droitconstitutionneldelan る gociation 

collective] を漸進的に発展させた。 まず、 正真正銘の団体交渉権 [droit 奇 lan6gociationcollective] 

が 存在し ( 判決 96-383DC) 、 その実現は 、 く 使用者と労働者もしくはその 代表組織とのあ いだでの 

適切な協議を 前提とするが ( 判決 97-388DC の 8 7) 、 立法府が労働条件の 団体交渉を労働組合組織 

だけに委ねることができるとしても ( 判決 89-257DCX 、 立法府にはそ う する義務はない。 なぜな り へ 

労働組合組織に、 とりわけ団体交渉という 方法によって 労働者の権 利と利益の擁護を 確保する当然 

の 資格があ るとしても、 そのことは、 団体交渉に関する 労働者の代表独占 [ 右 mo れ明 。 乃花 ぬァ 甲形 - 

senta ガ to ぬ る 労働組合組織に 与えるものではない》 ( 判決 96-383DC の 8 9) 。 いずれにせよ、 労働組 

合 組織は保護されるべき 重要な役割を 有している ( 判決 96-385DC)o 

憲法 境 は、 法律による定立であ れ労働協約による 定立であ れ、 最も有利な規範が 労働者に適用さ 

れなければならないというく 有利原則 [Principedefaveur] 》を、 共 木口国の諸法律によって 承認、 さ 

れた基本的諸原理であ るとすることを 拒否した ( 判決 89-257DC の 5  11 、 判決 97-388DC  の 543-44) 。 

[15]  く 憲法 院 による労働者 ノ 参加原理の実定法としての 価値の承認、 何度も繰り返された 承認は 、 
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いっそう画期的であ った。 というのは、 コンセイ ュ ・ デタ の側が、 まず 1972 年 5 月 10 日判決 ( 鉱山 

技師およびこれに 類する者の労働組合連合事件 [ 彫花 ト ロ tio れ必ゆれ凌 。 沖イ in 蛇 市田 だ et ㏄ stm 鹿 sdg 俺 

m 而 ㏄ ]) において、 次いで 1974 年 6 月 28 日の訴訟総会判決 [unarret d.assemblee] (C.F.D.T. 健康・ 

社会保障役務労働組合全国連合事件 [ ル花ア ロ tion れ田。 れぬ des ザ材 ㏄ ぬ必 se ル ic ㏄ルヱ 彬 etse け ic ㏄ 

soc ぬは ぬぬ C.F,D. エコ、 Ree よ e れ ， p.380) において、 同じ原理が問題となった 最近の事件 (C.E.sect., 

l5  d る c.1978,  ミシュランタイヤ 事件 [M 伽ゆ ac ル化 万由 臼春 edges  p れ leumatiq 化 s  肱 。 几 el 胡 )  について 

MmeLatournene がまとめた定式に 従えば、 く 1946 年憲法前文第 8 項の規定は、 実定法の一般原 

則としての価値を 有しない》と 判断してきたからであ る。 コンセイ ュ ・ デタ は、 その立場を維持し 

ている (C.E.,gmu Ⅲ etl986, 警察署長・ 害察 高級官吏労働組合事件 [ 取材。 沖必 comm 廊 0%$ ぬ po- 

刀 ceet ぬ 后町ぬ力 れ e ガ no 沖 ai, ㏄ぬぬ po 俺 ce¥,R.D Ⅰ・， 1987,p.250)0 1997 年 2 月 10 日のコンセ ィュ ・ デ 

タの Ⅳ 押ヴ ㎝ 朋 uc ひ仰 ㎎事件判決では、 行政裁判所は、 1946 年憲法前文第 8 項を援用した 提訴者の 

主張を認めなかった。 

[16]  労働者の安全への 権 利け @0 ガはぬ託 cuni め必 sa ぬ ， ies¥ は、 労働災害防止事件 [l.affaire  de  la 

prevention  des  accidents  du  trava Ⅲで確立されたようだ ( 判決 70DC) 。 実際、 L.Hamon が述べ 

た よ う に、 憲法 境 はく時代の変化を 考慮し、 ( ここでは使用者を 保護する ) 刑罰の一身専属性の 原 

則 [lep 「 incipedelapersonnalitedespeines] よりも、 労働者の安全の 実効的保障を 得る権 利を先 

付 させた》 (D.5,, 1980 ， p.437) と考えることができる。 しかしながら、 後者の権 利は、 使用者が 

援用できる防御 権 [droitsdelad 甜 ense] 尊重の原理とのあ いだで調整されなければならない。 

[17]  複数投票の禁止 ¥l 肋 te Ⅲ 捷 cfto れル vo ヤタぬ 胡は、 労働裁判所の 構成員の選挙について 確認さ 

れ、 多数を雇用する 者も少数しか 雇用しない者と 同じく一票しか 有しない ( 判決 10lDC)o 

しかしながら、 あ らゆる職業的選挙に 適用される原理が 問題となっていたと 断定することはでき 

ない。 憲法裁判官は、 その判決を理由づけるために、 労働裁判所の 裁判機関的性格を 明示的に援用 

したからであ る。 

[18]  く 組合 権 [drro カツ れ切。 切 》は、 判決 144DC において、 ストライキ 権 と同じ理由で 援用・適用 

され、 ストライキ 権 と同様、 憲法規範的価値を 承認された。 すな ね ち、 そ 立法府の権 限であ るとし 

ても、 ひとしく憲法規範的価値を 有する他の権 利・自由と同様に、 ストライキ権 及び組合権 を尊重 

して タ ( 判決理由 5 9)0 組合 権 は 、 憲法席により、 すでに 1981 年 1 月 19-20 日判決 く 判決 127DC ノ 

で、 ストライキ 権 と並んで援用され、 立法府にくその 尊重が ノ 課せられるべきものとして 適用され 

た 。 あ らためて、 判決 162DC においてもく 繰り返された ノ 。 

く 組合 権 タは 、 ここでは、 1946 年憲法前文第 6 項の文言一 く 何人も、 組合活動によってその 権 利 

および利益を 擁護し、 かつ、 自己の選択した 組合に加入することができる》一に 従って、 労働組合 

に加入し、 自由に組合活動をする 権 利として解されなければならない。 しかし、 憲法 院は 、 く 法律 

は 、 労働の権 利 [d 「 oitdutrava 田 、 組合 権 および社会保障……の 基本的諸原則を 定める》という 

第 34 条の用語法を 用いたのであ る。 たしかに、 憲法がく組合 権 》を実現するという 任務を立法府に 

課しているとしても、 それはく組合 権 》が憲法規範的性格を 有しているからであ ると考えることが 

できる。 しかし、 同じ論理をく 労働の権 利》に適用するのは 困難であ り、 それゆえ、 組合 権 は、 労 

働 組合に適用できる 権 利ではなく組合員になる 権 利 [droitdesyndiquer] でもないと問うことがで 

きる。 実際、 別の判決 ( 判決 128DC) では、 憲法裁判官は 、 そ 組合の諸権 利 [droitssyndicaux] の 

行使》を援用した。 
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いずれにせ よ 、 1981 年Ⅰ 月 19-20 日判決二判決 127DC  (s  17) 、 判決 128DC 、 判決 144DC 、 判決 162 

DC の後では、 組合 権 もしくは組合の 諸権 利が憲法規範的価値を 有することは 明らかであ る一たと 

え 、 定式が、 あ らゆる 暖昧 さを回避するために、 より明確でなければならず、 かっ、 1946 年憲法前 

文を引用しなければならないとしても。 

この 暖昧 さは、 1989 年 7 月 25 日の判決 257DC ( 経営上の理由による 解雇の防止 ) によって取り 除 

かれた。 すな ね ち、 憲法 院は 、 1946 年憲法前文第 6 項の文言を再び 用いて、 くこれらの規定による 

組合の自由 [libe イサ 化加 are] の 再 確認は、 憲法第 34 条に従って労働の 権 利と組合権 の基本的諸原則 

を 明確にする権 限を有する立法府が‥‥‥することを 妨げない》と 宣示した (S21)0 このことは、 

我々の解釈を 正しく裏 付けている。 すな ね ち、 く 組合の自由》 ( 組合に加入し、 もしくは加入しな 

い 権 利 ) と 、 いわば労働組合に 適用される権 利もしくはく 組合の ノ 自由の法制度であ るく組合 権 》 

とを区別することができる。 

それ以降、 憲法 院は、 く 組合の自由》 (1946 年憲法前文第 6 項の意味での ) という表現を 用い、 

く 組合 権 》という表現は、 憲法第 34 条にもとづいて 組合の自由の 制度の基本的諸原則を 明確にする 

ことが問題となった 場合に限られているようだ。 このことは、 判決 284DC によって裏 付けられてい 

る よ う に思われる。 判決 284DC は、 立法府が組合 権 の基本的諸原則を 明確にするとき、 その実質を 

侵害しない限りで 雇用者の権 利・自由を制限することを 立法府に認めた。 

[19] 労働への権 利 [7e み 0 力側席 卸 0i7] は、 社会福祉に関する 指針的法律 [la loi d.orientation 

sociale] に関する訴訟で、 野党の国民議会議員により 初めて前面に 押し出された。 提訴者は、 退職 

年金と職業活動からの 収入との併給 [cumul] の禁止は 、 く 各人は、 勤労の義務および 雇用を得る権 

利を有する》という 1946 年憲法前文の 文言に反すると 主張した ( 判決 134DC) 。 憲法 境 は、 それを 

受け入れないと 宣示することなく、 労働の権 利 [droit ぬ travail] の基本的諸原則を 明確にする 立   
法 府の権 限を援用して、 この措置を退けた。 憲法 院は 、 第二の類似の 事件 ( 判決 156DC) では、 そ 

れをはっきりと 認め、 判決 200DC では、 雇用と年金の 併給を規制する 法律に関して、 そのことを 確 

課 した。 

m. 一 公役務の継続性 : 憲法規範的価値を 有する規範 

[20]  提訴者の国民議会議員は、 その申し立てのなかで、 公役務の継続性の 原理は憲法規範的価値 

を 有するいかなる 規定にも共和国の い かなる法律にも 結びっかないことを 強調した。 実際に、 憲法 

院は、 く 公役務の継続性は……ストライキ 権 と全く同様に、 憲法規範的価値を 有する原理の 性格を 

持つ》と断言するにあ たって、 いかなる法規にも 根拠を求めなかった。 

憲法裁判官は 、 く 共和国大統領は 、 ・…‥公権 力の適正な運営ならびに 国家の継続性を 確保する》 

という憲法第 5 条の文言を援用することができたのであ り、 機会があ れば、 後日の判決でそ う する 

であ ろう。 

く 公役務の ノ 継続性の原理の 憲法規範的価値の 承認にほとんど 異議が唱えられなかったのは、 政 

府 委員 Gazier が Dehaene 判決の際に指摘したように、 く 制約なしに官吏のストライキを 認めること、 

それは、 憲法生活に混乱を 招く [ouvrir des parenthese] ことであ り、 い わゆる国家中断の 観念 [la 

notion d.un 丘 tat 奇る clipses] を正式に認めることであ る》。 そのような観念は 、 我が国の公法の 

最も基本的な 諸原則に根本的に 反する。 く 公役務の ノ 継続性の原理は、 議論の余地なく、 そうした 
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く 基本的な諸原則 ゑの 一 つ であ る。 

あ らためて、 く 公役務の継続性の 原理は ノ 1994 年 8 月 3 日の判決 94-347DC と 1996 年 7 月 23 日の 

判決 96-380DC  において認められた。 

w. 一志法規範的価値を 有する二つの 規範の調整 

[21]  憲法 院は 、 憲法規範的価値を 有する二つの 原理もしくは 規定のく調整》に 着手した。 より 正 

確には、 憲法 院は、 く 調整を ノ 適切に行 う ために必要な 指示を立法府に 与えて、 この調整の実施を 

立法府に委ねた。 

[22] 憲法 院は 、 1979 年 7 月 25 日判決く本判決 ノ において、 コンセイユ・ デタ がそれ以前にそうし 

たように、 ストライキ 権 と公役務の継続性は 、 等しい価値を 有する二つの 互いに調和すべき 原理で 

あ ることを断言するに 至った。 

すでに説明したように、 く 憲法 院もノ またストライキ 権 と健康の保護および 身体と財産の 安全の 

原理 ( 判決 117DC) ならびに平等原理 ( 判決 144DC) とを調整することを 定めなければならなかっ 

た   

1981 年 1 月 19-20 日判決 く 判決 127DC ノ において、 憲法裁判官は、 身分証明書検査 [controle d.id- 

entite] に関して、 往来の自由と 個人的自由Ⅰ bete individuelle コは、 く 憲法規範的価値を 有し、 か 

っ 、 その追求が身分証明書の 確認 [verification d.identite] を正当化するような、 一般利益の目的 

の 保護に必要なもの》とのあ い だで調整されなければならないことを 強調した。 あ らためて、 憲法 

裁判官は、 二度にわたって 、 同じアプローチを 採用することになる。 

憲法裁判官は、 判決 14lDC ( 視聴覚コミュニケーション [communicationaudiovisuelle]) で、 

同一類型の問題を 解決しなければならなかった。 すな ね ち、 くく 1789 年の ノ 人権 宣言 第 m1 条 く 表現 

の 自由 ノに 由来する》コミュニケーションの 自由は 、 く 公共の秩序の 保護、 他人の自由の 尊重、 社 

会文化的表現の 多元的流通の 保護……といった 憲法規範的価値を 有する諸目的》と 調整されなけれ 

ばならない。 

1982 年Ⅰ同 16 日判決 く 判決 132DC ノ において、 く 1789 年 ノ 人権 宣言に由来する 営業の自由 [1a 

liberte d.entrep 「 endre] および所有権 は、 1946 年 10 月 27 日憲法前文第 9 項によって定められた 国有 

化原理とのあ いだで調整が 図られた。 

同一線上に、 のちの別の判決を f 旨持 することができる ( とくに判決 287DC をみよ ) 。 

「 23]  憲法裁判官の 審査の下でそうした 調整を行うことは 立法府の権 限であ り、 憲法裁判官はくそ 

のような ノ 微妙な活動を 行 う ための裁量基準 [directives] を立法府に付与した (Cf.1981 年Ⅰ 月 19-20 

日判決 く 判決 127DC ノ ) 。 この権 限は、 1984 年 10 月 10-11 日判決 く 判決 18lDC ノの 原則的判決理由で 

明示的に指摘された。 すな ね ち、 く ……基本的自由が 問題となっているからには、 法律は、 それを 

より実効的なものとし、 あ るいは他の憲法規範的価値を 有する原則もしくは 原理と調整するために 

のみ、 それらの行使を 規制できる》。 

そして、 この 謂 整の際、 対立する諸原理の 一方を、 それに抵触するほどに 不利にすることはでき 

ない。 これが、 ストライキ権 のために平等原理に 対して著しく 犠牲を強いる 法律の規定の 無効を言 

い渡した判決 144DC の意義であ る。 

[24 コ 判決は、 ストライキ権 の制限を定めるという 点では再び Dehaene 判決を取り上げて 確認した 
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が 、 反対に、 そのような制限を 定める権 限を有する機関という 点では Dehaene 判決を非難した。 

Dehaene 判決は、 実際のところ、 立法府によるストライキ 権 の規制の欠如を 確認し、 そこから、 

規制の欠如がストライキ 権 の濫用にいたらないためには、 く 制限を排除するという 結果をもたらす 

ことはできない》ということを 推論し 、 く 現在の法制下では、 裁判官の審査のもと、 " ‥‥当該制限 

の 性格と範囲を 自ら定めることは、 公役務の円滑な 運営に対して 責任あ る政府 [Gouvememe れ日の権 

限であ る》という結論に 達した。 コンセ ィュ ・ デタ は、 それゆえ、 Jamart 判決を適用して、 行政   
は 大臣通達 [circulaires] あ るいは部局の 長 [chef de service コ から発せられた 通達によりこれらの 制 

限を定めうることを 認めるとともに、 そのことは、 丁重要行政判例巣コ の 権 威あ る注釈者によれば、 

く 問題の所与の 条件を変更しなかった》 (G ソ r T 。 る d.,p.345) 1958 年憲法の施行後も 同様であ るこ 

とを認めた。 そして、 コンセイ ュ ・ デタ は、 このことを自治体職員 [personnel communal] にまで 

拡大した (C.E  ., 7  juillet  l965,Rec.Leb.,421, POouzenc 事件 ) 。 

同じ注釈者が 付記しているよ う に 、 く 当該事項は憲法によって 立法権 [pouvoirlegislatif] に留保 

されていると 考える学説からの 批判にもかかわらず》、 コンセ ィュ ・ デタ は、 それ以降、 この判決 

に 固執した。 

[25]  同じ批判は、 1979 年 7 月 25 日の本判決に 関わる法律の 審議の際、 きわめて強い 調子で、 何人 

かの議員によって、 とくに学説を 引用した報告者たちによって 繰り返された (F.Perrut 報告は 、 

C.E.,  4  f 色 vnier  l966,  フランス・ラジオ・ テレビ技術者統一労働組合事件 [ ゆ材加 ㎡ M ヂる ぬ $ 

tec 乏 ㎡ cie 榔 花ぬ A.Z.F..], ょ C,.P.,  1966 Ⅲ・ 14802  に対する Ch.Debbasch  の注解 一く 議論の余地なく、 

立法府をストライキ 権 の規制権 者 [maitre] と見る憲法制定者の 意思は変更され、 立法府の怠慢 か 

ら 生まれた Dehaene 判決は、 今日では、 立法府の怠惰を 助長している》 ( 元憲法 院 裁判官 Luchaire 

の 同旨かっより 手厳しい批判を 見よ 、 R ㏄ 刀 dmm., 1979,p.141) 一 を引用し 、 く ストライキ権 に課せら 

れる制限が、 もっぱら法律によって 定められる必要性》を 明確に主張した (F.Perrut 報告， p.l0)) 。 

あ る者たちは、 議論を進めて、 コンセイ ュ ・ デタ が、 制限を、 とくにフランス・ラジオ・テレビ 放 

選局 [O.R.T Ⅰ． ] の場合には最小役務を 定める通達もしくは 訓令 [instructions] の適法性を審査する 

ことによって、 コンセイ ュ ・ デタ が政府と立法府に 取って代わってストライキ 権 行使自体を規制す 

るに至る、 という事実を 問題にした。 それは、 元老院議員 Cava Ⅲ et が、 最小役務を定める 訓令 

の 適法性を審査した 1976 年 12 月 12 日のコンセイ ュ ・ デタ 判決 (C  .E  .,12  nov.1976.C  T  .D  .T  . ラジオ・ 

テレビ統一労働組合事件 ¥Sv 四 %c ㎡ un ヂるぬ屋オ o  et 鹿 杉形 visio Ⅰ C Ⅰ・ D.T. コ ， Ree. ム e ぁ ・， 484  et  l095)  に 

ついて、 きわめて手厳しい 表現で強調したことであ る。 

く … " コンセイ ュ ・ デタ は、 1976 年 12 月 12 日の諸判決において、 訓令を修正した。 コンセイユ・ 

デタ は、 そうした規定は 適切ではなく、 別の規定はそれに 一致しない と し う 理由で、 訓令の 一 

部を退けた。 そして、 コンセイ ュ ・ デタ は、 政府 [l.ex 色 cutif] をいわば圧倒して、 " それは 是、 

あ れは 非 " と 言った。 しかし、 コンセ ィュ ・ デタ は、 類似の事件で、 どんな権 利について関与 

できるのだろうか ?  そして、 元老院議員は、 コンセイ ュ ・ デタ がその権 利に与えた尊重にも 

かかわらず、 行政裁判官 [magistrats] に " やりすぎるべきではない " と言った後で、 次のよ 

うに追及した 一 " 私は、 コンセ ィュ ・ デタ が、 本件を除けば、 常に自由の擁護者であ ったこと 

を 認める。 今、 エノ セイュ ・ デタ は、 諸君が最少番組を 定めることを 委任した……政府に 、 問 

接 的には国民議会と 元老院に不利益を 被らせた。 " 》は 0., 磁材ぬ ， 鰯 加も 1979,p.1772) 。 

この批判はコンセイユ・ デタ に対して何度も 表明されたが、 ストライキ 権 行使の制限と 条件を定 
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める権 限は立法府にあ るというく憲法席 ノ 判決で何度も 繰り返された 主張は、 Dehaene 判決の目的 

を、 したがってコンセ ィュ ・ デタ が間接的にこの 領域で担わされた 規範的役割の 目的を強調してい 

るように思われる ( この点については、 L.Fav0reu, ル Co 俺 オイ 芭 f0f 老化 榔 Ⅰ 沖ぬ 7 ㎞ る ㎝ ァ胡 contri- 

butionauX 材 gfongeS ム 。 Ⅳ幼心， 1992 を参照せよ ) 。 しかし、 さしあ たっては、 そうだとは思われば 

い 。 というのは、 最高行政裁判所 く コンセイ ュ ・ デ タ ン の最近の判例は、 以前と同一の 定式を踏襲 

しているからであ る (cf.C.E.,13nov.1992, CGT 民間航空労働組合連合事件 [ 琉 i0 れザ沖 加地 売 

Ⅰ㎞プロⅠめれ civ 毘 CGG 月 ， A Ⅰ， 1993,p.221,B.Mathieu の批判的注解 ) 。 

他方で、 破般院 はその立場を 変更した (cf. 後述、 [28])o 

[26]  いずれにしろ、 ラジオ・テレビに 関する限り、 それ以降、 ストライキ 権 行使の条件を 定める 

のは法律とコンセイユ・ デタ の議を経た デクレ であ って、 部局の単なる 通達もしくは 訓令ではない。 

本 判決を考慮すれば、 他の公役務についても 事情は恐らく 同じであ ろう。 

このようにして、 憲法院は規範的権 限の正常な秩序を 回復させた。 

判決 117DC および判決 144DC では、 立法府の権 限が明確に再確認された。 後者の判決では、 く 諸 

行為を区別する 境界線を正確に 定めること》は 立法府の権 限であ ることが強調された。 

さらに、 政府は、 ストライキ権 をく規制する [r 奄 glementer] タ ための法律を 議会が受け入れるよ 

う勧めたのであ り、 結局は、 1946 年憲法前文第 7 項に完全な意味を 与えなければならないことを 了 

解していた。 実際のところ、 1982 年 10 月 22 日にコンセイ ュ ・ デタ が見解を表明することになる、 法文 

0 審議の際、 労働大臣は 、 く 政府は、 ストライキ横行使に 関する法律案を 準備しているが、 それに 

は時間がかかる。 この権 利の規制はきわめて 複雑くな問題 ノ だからであ る……》と言明したは 0., 

Deba ぬ ， A.M, l"seancedu24mai 1982,p.2481) 。 あ る注釈者が強調したように、 そ ……憲法焼判 

決 ( 判決 144DC) は、 免責という解決策を 排除はしたが、 あ る方法で、 ストライキの 法的地位をいっ 

そ う 不可欠なものとした。 ・…‥認められるものと 認められないものとのあ いだの境界線を 必要があ 

れば移動させてでも 定める規制は、 立法府の義務であ る。 憲法焼判決は、 それを妨げるどころか 促 

した 》 (L.Hamon)o 

v, 一規範的権 限の配分 

[27 コ 一方で憲法と 法律のあ いだでの、 他方で法律と 命令のあ いだでの権 限配分は 、 同じ方法で行 

われた。 その適用条件と 限界を定めることによって 権 利行使をく規制すること》は、 労働者の企業 

管理への参加の 原理と同様に、 法律によって 実現された (cf. R.D.P., 1978,p.837) 。 しかし、 立法 

府は、 この権 利を実現できるとしても、 それに抵触 [mettreen cause] したり、 それを損なうこと 

はできない。 したがって 、 法律がく通常の 役務》が確保されるべき 旨を定めたとき、 法律は、 それ 

がく公役務の ノ 継続性の原理の 要請によって 正当化されないような 場合には、 実際にはストライキ 

権 を禁止することになる。 ここにストライキの 憲法上の権 利に対するそ 抵触》が存在するが、 それ 

は立法府の権 限ではなく憲法制定権 者の権 限であ る。 

しかし、 ストライキ横行使をく 規制すること》は、 社会主義者の 国民議会議員が 主張したように、 

あ らゆる規範を 定立することを 意味しない。 なぜなら、 憲法 院と コンセ ィュ ・ デタ の判例に従えば、 

どんな事項であ ろうと、 立法権 によって定立された 規範を実現する 命令制定権 が関与する余地は 常 

に存在するからであ る。 それが憲法院の 指摘したことであ り、 憲法席が強調したのは、 立法府が 
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